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  令和６年８月定例教育委員会会議 

 

１．日 時 

令和６年８月２７日（火）午後２時３０分～午後３時４５分 

 

２．場 所 

河内長野市役所７階 行政委員会室 

 

３．出席委員 

藤本教育長職務代理者、嘉名委員、田中委員、大矢委員 

 

４．８月定例教育委員会会議録署名委員 

松本教育長、藤本教育長職務代理者、田中委員 

 

５．事務局出席者 

尾西教育推進部長、小川生涯学習部長、生田教育推進部理事、山崎教育総務

課長、篠崎学校教育課長、向井学校教育課参事、小池学校教育課参事、二井社

会教育課長、濵田市民スポーツ課長、伊藤文化課長、山本図書館長、松村教育総

務課長補佐、早川教育総務課主幹 

 

６．会議要録 

 開 会 

 藤本教育長職務代理者 

ただいまより教育委員会会議を開催することといたします。本日松本教育長が欠席と

なっております。 

それでは、出席委員が定足数に達しておりますので、令和６年８月定例教育委員会

会議を開会いたします。 

 

（1）前回会議録の承認 
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藤本教育長職務代理者 

７月臨時教育委員会会議及び定例教育委員会会議の会議録について、何かご

異議、ご質問などございませんか。 

特にご異議等がありませんでしたので、会議録を承認することといたします。 

 

（2）署名委員の指名 

藤本教育長職務代理者 

８月の会議の会議録の署名は、松本教育長、私のほかに田中委員にお願いします。 

 

田中委員 

  了解しました。 

 

（3）教育長報告 

藤本教育長職務代理者 

次に教育長報告にうつります。教育長報告につきましては、教育総務課山崎課長  

にお願いします。 

 

山崎教育総務課長 

令和６年７月３１日から令和６年８月２６日までの教育長の主な活動を申し上

げます。 

８月２日金曜日は、学びの森開村式の挨拶をされました。庁議に出席されました。

臨時部長会に出席されました。市長退任式に出席されました。 

４日日曜日は、ラブリーホール・オリジナル・ミュージカルを視察されました。学びの森閉

村式の挨拶をされました。南花台ふるさと夏祭りに参加されました（南花台小学校跡

地）。 

５日月曜日は、市長登庁式に出席されました。管理職合同会議、部長会に出席さ

れました。星の観察会を視察されました（天見小学校）。 

６日火曜日は、市長と教育委員の面談に出席されました。大阪府高等学校課職

員の応接をされました。 
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８日木曜日は、大阪府教職員人事課職員の応接をされました。薬師寺奉りに参加

されました（下岩瀬）。 

１３日火曜日は、近畿都市教育長協議会に出席されました（アウィーナ大阪）。 

１６日金曜日は、大阪府都市教育長協議会に出席されました（アウィーナ大

阪）。 

１７日土曜日は、夏休み子ども体験教室を視察されました（キックス）。 

１９日月曜日は、全員協議会・福祉教育常任委員協議会に出席されました。 

２０日火曜日は、府議団各会派との府政に係る市町村課題意見交換会に出席さ

れました（大阪府庁）。 

２１日水曜日は、文化財保護審議会にて挨拶をされました。 

２６日月曜日は、浮島元文部科学副大臣の応接をされました。秋の全国交通安

全運動合同連絡協議会に出席されました（ノバティホール）。 

 

藤本教育長職務代理者 

よろしいでしょうか。 

ではつづいて、各委員から報告事項、情報提供をお願いいたします。 

 

藤本教育長職務代理者 

よろしいでしょうか。 

それではこれで教育委員報告を終わります。 

 

（4）議事（要旨） 

  藤本教育長職務代理者 

   それでは、本日の案件に入ります。 

議案第２５号「河内長野市教育委員会規則における河内長野市行政手続等に

おける情報通信の技術の利用に関する条例の適用除外を定める規則の一部改正に

ついて」の説明をお願いします。 

 

山崎教育総務課長 
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議案第 25 号「河内長野市教育委員会規則における河内長野市行政手続等に

おける情報通信の技術の利用に関する条例の適用除外を定める規則の一部改正に

ついて」ご説明させていただきます。議案書につきましては、2 ページから３ページ、議案

説明資料につきましても2ページから3ページをお願いいたします。本件につきましては、

市立図書館において、図書貸出に必要となる利用者カード作成を電子申請にて作成

するにあたり、河内長野市教育委員会規則における河内長野市行政手続き等におけ

る情報通信の技術の利用に関する条例の適用除外を定める規則にて利用者カード

作成について、電子申請できないものと規定されております。議案説明資料 3ページの

新旧対照表に記載のとおり、別表より河内長野市図書館条例施行規則を削除し、

電子申請を行えるようするものでございます。説明は以上でございます。ご審議の上、ご

承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 

  藤本教育長職務代理者 

今までは電子申請ができなかったが、今回の改正によりオンラインで申請ができるよう

になるのですか。図書館に行かなくても申請できるのですか。 

 

  山本図書館長 

   電子申請システムを使いまして、図書館に来ていただかなくてもどこからでもスマートフ

ォンにて申請が可能になります。 

 

  嘉名委員 

利用者カードはなくなるのですか。 

 

  山本図書館長 

電子申請された場合は、利用者カードは発行されず、スマートフォンに表示されるバ

ーコードが利用者カードに代わるものになります。なお、バーコード表示による利用は現

在でも可能です。 

 

大矢委員 



5 

 

電子申請は市外在住の方でもできるのですか。 

 

山本図書館長 

当図書館で利用者カードを作成できる資格のある方は対象になります。 

 

大矢委員 

小学生でもスマートフォンで申請できるのですか。 

 

山本図書館長 

小学生でも申請可能です。 

 

藤本教育長職務代理者 

最近は電子申請を利用する図書館が増えていますか。 

 

山本図書館長 

 他市でも始めている図書館があります。 

 

藤本教育長職務代理者 

ご異議等ございませんか。 

ご異議等がないようですので議案第２５号「河内長野市教育委員会規則にお

ける河内長野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の適

用除外を定める規則の一部改正について」を承認といたします。 

 

藤本教育長職務代理者 

それでは議案第26号「河内長野市立市民運動場設置条例の一部改正につい

て」説明をお願いします。 

 

濵田市民スポーツ課長 

議案第２６号「河内長野市立市民運動場設置条例の一部改正について」ご説
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明させていただきます。議案書は 4 ページから 6 ページ、議案説明資料についても 4

ページから 6ページをご覧ください。赤峰市民広場の廃止に伴い、夜間利用者の活動

場所を確保するために、河内長野市立下里総合運動場の一部に照明設備を設置

するにあたりまして、本条例を改正するものでございます。改正の要点につきましては、

下里総合運動場の開場時間を午前 7 時から午後 9 時までに変更する点、また、同

運動場の午後 5時から午後 9時までの施設の利用料金を 4分の 1面で 1時間に

つき 500円と定める点、また、同運動場の照明設備の利用料金を 4分の 1面点灯

で 1時間につき 500円と定めるといった点でございます。施行日につきましては令和 7

年 1 月 1 日を予定しております。以上がご説明となります。よろしくご審議の上、ご承

認賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

藤本教育長職務代理者 

照明設備が設置されたため、開場時間及び利用料金を改正するということですか。 

 

濵田市民スポーツ課長 

そのとおりです。 

 

藤本教育長職務代理者 

ご異議等ないでしょうか。 

ご異議等がないようですので議案第 26 号「河内長野市立市民運動場設置条

例の一部改正について」を承認いたします 

 

藤本教育長職務代理者 

それでは議案第 27 号「三日市書庫の利用方針（教育財産の取得）について」

説明をお願いします。 

 

伊藤文化課長 

議案第 27 号「三日市書庫の利用方針（教育財産の取得）について」でござい

ます。議案書につきましては 7ページ、議案説明資料も 7ページ、併せて別冊 1、議
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案第 27号関係「三日市書庫の利用方針（教育財産の取得）について」をお願い

いたします。本件につきましては、ふるさと歴史学習館及び神ガ丘収蔵庫はこれまで

埋蔵文化財、書籍、寄贈物、寄贈書物、民具等を収蔵しておりますが、両施設とも

収蔵物を収蔵するスペースが不足し、整理が困難な状態になっております。この度、

資産活用課から三日市書庫の利用意向調査がありました。同書庫は消防当局が

使用していたのですが、消防の広域化に伴い、同書庫が空きスペースになったというこ

とでございます。これに対してふるさと歴史学習館及び神ガ丘収蔵庫の収蔵物の保

管場所を確保するため、本物件の管理を教育委員会にて行うべく、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第 28 条第 2 項の教育財産取得のための申し出の

規定に準じまして、同書庫を教育財産として所管換することを市長に申し出るために、

議決を求めるものでございます。 

別冊 1 をお願いいたします。別冊１は位置図と写真を掲載しております。対象物

件の三日市書庫につきましては旧三日市交番の北側、北三日市町会集会所及び

三日市北ちびっこ老人憩いの広場奥にございます。２枚目の現場写真①をご覧くだ

さい。大きな建物ではないのですが、以前から書庫として使用していたということです。

３枚目の現場写真②をお願いいたします。書庫としてはすべて撤去していただいて、

棚だけ置いている状態となっておりますので、文化財関係の書籍や民具等の保管に

活用させていただきたいと考えております。説明は以上でございます。ご審議の上、ご

承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

藤本教育長職務代理者 

三日市書庫を教育財産の取得にする案件です。大きさは写真でわかりにくいのです

が、収容量はどうですか。 

 

伊藤文化課長 

建物としては大きなものではございません。議案説明資料の７ページをお願いいたし

ます。２階建てで延床面積が３９．６６㎡となっております。 

 

藤本教育長職務代理者 
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主に書庫として利用するのですか。 

 

伊藤文化課長 

はい、書籍がたくさんありますので主に書籍の保管場所として利用を予定しておりま

す。 

 

大矢委員 

もともと書庫だったということですが、湿気等は問題ないのですか。 

 

伊藤文化課長 

ふるさと歴史学習館のスタッフも現場を確認しております。現在の収蔵庫である神

ガ丘収蔵庫は非常に老朽化しており、雨漏りの懸念もございます。神ガ丘収蔵庫と

比較しますと三日市書庫は乾燥していて、問題ないと考えております。 

 

藤本教育長職務代理者 

神ガ丘収蔵庫は今後どうするのですか。 

 

伊藤文化課長 

土から出てきた文化財は湿気があったとしても問題にはなりません。書籍や民具等

を三日市書庫に保管し、湿気の影響を受けない文化財については神ガ丘収蔵庫で

保管する予定をしております。 

 

藤本教育長職務代理者 

ご異議等ないでしょうか。よろしいでしょうか。 

ご異議等がないようですので、議案第27号「三日市書庫の利用方針（教育財産

の取得）について」を承認いたします。 

 

藤本教育長職務代理者 

それでは議案第 28 号「令和 6 年度河内長野市一般会計補正予算（案）につ
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いて」説明をお願いします。 

 

山崎教育総務課長 

議案第 28 号「令和 6 年度河内長野市一般会計補正予算（案）について」ご

説明をさせていただきます。議案書につきましては 8 ページを、議案説明資料につきま

しても8ページを、併せて別冊2、議案第28号関係資料「令和6年度河内長野市

一般会計補正予算（案）について【教育委員会関係抜粋】」をお願いいたします。

本件につきましては、令和 6 年 9 月市議会に提案予定の令和 6 年度河内長野市

一般会計補正予算（案）のうち教育事務に係る部分について、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第 29 条に基づき、市長より意見を求められたことによる

ものです。今回ご報告いたします補正予算の関係課といたしまして教育総務課、社会

教育課となります。補正予算の詳細につきましては各課から順次、ご説明申し上げま

す。 

教育総務課でございます。別冊 2「令和 6 年度河内長野市一般会計補正予算

（案）【教育委員会関係抜粋】」の3ページをお願いいたします。3ページの第3表、

地方債補正をご覧ください。南花台施設一体型小中一貫教育推進校（第Ⅱ期）

整備事業に関し、補正前が 300万円で補正後が 330万円となってございます。つま

り 30万円の地方債の増額補正ということでございます。増額の理由といたしましては、

南花台小中学校よりプールの日よけのテントを増設して欲しいという要望がございまし

た。大阪府との協議の中で構造計算が必要となりまして、そのことによって、契約額に

ついて増額となってございます。歳出については、他の科目から流用で対応をしたところ

でございますが、歳入の増額について地方債を発行するものでございます。そのため、

先ほど申し上げましたように、歳出については今回の補正予算の対象とはなってござい

ません。次に同じ資料の 12 から 13 ページの方をご覧ください。こちらにつきましては、

一番下の四角囲みが、補正内容の詳細になってございます。一番左に、6、教育費と

ございまして、補正前の額が 8億 2640万円、補正額が 30万円で、計 8億 2670

万円となっております。そのまま13ページにずれていただきますと、小学校債が17万円、

中学校債が13万円となっております。金額については小学校と中学校の工事面積で

按分したものでございます。教育総務課からの説明は以上でございます。 
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二井社会教育課長 

続きまして社会教育課でございます。同じく別冊 2、議案第 28号関係資料「令和

6 年度河内長野市一般会計補正予算（案）について【教育委員会関係抜粋】」を

お願いいたします。歳出の予算が 20 ページから 24 ページにございます。教育費、社

会教育費、文化国際費におきまして、旅費が 60 万円と委託料が 300 万円の補正

を行っております。これに伴いまして、補正の財源として10ページから11ページの繰入

金、基金繰入金、生涯学習及び国際交流基金繰入金を 360 万円計上いたしてお

ります。24 ページに補正予算の概要がついており、ただ今申し上げました予算を抜き

出しております。補正の理由といたしまして、姉妹都市提携を行っておりますアメリカの

インディアナ州のカーメル市との姉妹都市提携30周年に合わせた国際交流事業を実

施するためということを記載しております。本年がカーメル市との姉妹都市提携 30 周

年にあたる年になるのですが、当初予算として約 40万円で、両市でクックブックを作成

し、それぞれの食の文化を通じて交流しようという事業を考えておりました。しかしながら、

両市とも市長が今年になって交代しておりまして、7 月 23 日にカーメル市の新市長か

ら正式に 30 周年の記念式典を行いたいと、ご招待がございました。これに伴って市議

会と調整させていただきながら、補正予算を計上させていただいているところでございま

す。30周年の式典ということで、本市からカーメル市に訪問する交流のメンバーを構成

いたしまして、またカーメル市からも本市にご招待するというような予算を計上いたしてお

ります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

藤本教育長職務代理者 

山崎教育総務課長からの説明は、南花台小中学校のプールの日よけテント増設

のための補正予算ですか。 

 

山崎教育総務課長 

南花台小中学校プールの７レーンのうち３レーンの底上げ工事を実施します。プー

ルには元々テントが設置をされておりますが、プールの底上げをする側のプールサイドに

はテントが設置されていません。高学年の小学生や中学生については、元々設置され
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ているプールテントを利用できるのですが、低学年の小学生が利用する底上げした浅

い側のプールサイドには日よけがないためプール用のテント、カーポートのような形状の

日よけテントになりますが、増設を行います。日よけテントの増設について、大阪府と協

議していく中で、構造計算をするよう指導を受けました。設計事務所と協議した結果、

契約変更の必要があることとなり、その経費を賄うため 30 万円増額分を起債で追加

させていただくというところでございます。先ほど申し上げましたように歳出については、現

計予算で対応していきますので、歳出の補正はなしで、歳入の補正だけをお願いをす

るというような次第でございます。 

 

藤本教育長職務代理者 

設計変更が必要になるのですか。 

 

山崎教育総務課長 

簡易な設計変更であれば対応してくれる場合もあるのですが、構造計算が必要と

なりましたので、変更契約したというような次第です。 

 

藤本教育長職務代理者 

わかりました。 

もう一つの予算案では、カーメル市との交流事業ですか。招待された渡航費用の補

正予算ですか。 

 

二井社会教育課長 

カーメル市からご招待いただきまして、カーメル市での滞在期間中の費用はカーメル

市がご負担いただけるのですが、渡航費用は河内長野市が負担する必要がござい

ますので計上させていただくということでございます。 

 

藤本教育長職務代理者 

わかりました。ただいまの説明につきまして、ご異議等ありましたらお願いいたします。 

よろしいですか。それでは議決第 28 号「令和 6 年度河内長野市一般会計補正



12 

 

予算（案）について」を承認いたします。 

 

（５）報告案件（要旨） 

・報告第２２号「労働基準法第３６条に基づく労使協定の締結について」 

学校教育課（市立小中学校、子ども教育支援センター 川谷会館）における、

労働基準法第３６条に基づく労使協定の締結について、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第２５条第１項及び教育長に対する事務委任等に関する規

則第３条第１項の規定に基づき、令和６年３月２８日付けで教育長が臨時で代

理する議決を得た上で、今回実施した旨報告したもの。 

 

・報告第２３号「旧長野北高等学校の天井パネルの落下による車両損傷事故に係

る和解並びに損害賠償額の決定について」 

  令和６年６月２６日、旧長野北高等学校において建物屋上ひさし部分に設置

されていた天井パネルの接合部が外れて駐車中の自家用車に落下し、当該車両を

損傷させた物損事故が発生した。全国市長会市民総合賠償補償保険を活用のうえ、

相手方との示談交渉が整ったため、和解並びに損害賠償額の決定について、地方自

治法第１８０条の規定に基づき、専決処分を行い、９月議会に上程することを報

告したもの。 

 

(６）その他報告（要旨） 

二井社会教育課長 

○カーメル市との姉妹都市提携３０周年に合わせた国際交流事業について 

○令和７年「はたちのつどい」の開催について 

濵田市民スポーツ課長 

○赤峰市民広場の廃止に伴う代替スポーツ施設の状況について 

 

伊藤文化課長 

○金剛寺多宝塔がピンク色にライトアップ９月号広報掲載 

○河内長野版歳時記映像公開９月号広報掲載 
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山本図書館長 

○歴史講座「知られざる河内長野の歴史 ～河内長野の神戸（かんべ）藩領 

～」 ９月号広報掲載 

○録音図書体験会 ９月号広報掲載 

○図書館 資料展示について 

 

閉 会 

藤本教育長職務代理者 

  以上で８月定例教育委員会を閉会します。 
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令和６年９月定例教育委員会開催日程 

 

１．日 時 

  令和６年９月２７日（金） 午前１０時００分開催 

  ※開始時間については、審議案件の件数により変更あり。 

 

２．場 所 

  河内長野市役所７階 行政委員会室  
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教育長報告（令和６年７月３１日～令和６年８月２６日）  別 紙 

８月２日（金） 

 

８月４日（日） 

 

 

８月５日（月） 

 

８月６日（火） 

 

８月８日（木） 

 

８月１３日（火） 

８月１６日（金） 

８月１７日（土） 

８月１９日（月） 

８月２０日（火） 

 

８月２１日（水） 

８月２６日（月） 

 

学びの森開村式挨拶（市庁舎玄関前） 

庁議・臨時部長会・市長退任式出席 

ラブリホール・オリジナル・ミュージカル視察 

学びの森閉村式挨拶（市庁舎玄関前） 

南花台ふるさと夏祭り参加（南花台小学校跡地） 

市長登庁式・管理職合同会議部長会出席 

星の観察会視察（天見小学校） 

市長と教育委員の面談 

大阪府高等学校課応接 

大阪府教職員人事課応接 

薬師寺奉り参加（下岩瀬） 

近畿都市教育長協議会出席（アウィーナ大阪） 

大阪府都市教育長協議会出席（アウィーナ大阪） 

夏休み子ども体験教室視察（キックス） 

全員協議会・福祉教育常任委員協議会出席 

府議団各会派との府政に係る市町村課題意見交換会出席

（大阪府庁） 

文化財保護審議会挨拶 

浮島元文部科学副大臣応接 

秋の全国交通安全運動合同連絡協議会出席（ノバティホー

ル） 

 



 

 

 

 

令和６年８月定例教育委員会会議 

 

 

 

 

 

議  案  書 



 

 

１ 

 

 

令和６年８月定例教育委員会会議提出議案目次  

（議決案件） 

 議案第２５号   河内長野市教育委員会規則における河内長野市行政 

手続等における情報通信の技術の利用に関する条例 

の適用除外を定める規則の一部改正について 

（説明担当 教育総務課・・・・・p.２） 

議案第２６号   河内長野市立市民運動場設置条例の一部改正につ 

いて 

（説明担当 市民スポーツ課・・・・・p.４） 

議案第２７号   三日市書庫の利用方針（教育財産の取得）につい 

         て 

（説明担当 文化課・・・・・p.７） 

議案第２８号   令和６年度河内長野市一般会計補正予算（案）に 

ついて 

（説明担当 各担当課・・・・・p.８） 

（報告案件） 

報告第２２号   労働基準法第３６条に基づく労使協定の締結につ 

いて 

（説明担当 教育総務課・・・・・p.９） 

報告第２３号   旧長野北高等学校の天井パネルの落下による車両 

損傷事故に係る和解並びに損害賠償額の決定につ 

いて 

（説明担当 市民スポーツ課・・・・・p.１０） 



 

 

２ 

 

 

議案第２５号 

 

河内長野市教育委員会規則における河内長野市行政手続等に 

おける情報通信の技術の利用に関する条例の適用除外を定め 

る規則の一部改正について 

 

河内長野市教育委員会規則における河内長野市行政手続等における情

報通信の技術の利用に関する条例の適用除外を定める規則の一部改正につ

いては、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年８月２７日 

河内長野市教育長 松本 芳孝 

 



 

 

３ 

 

 

 河内長野市教育委員会規則における河内長野市行政手続等における情報

通信の技術の利用に関する条例の適用除外を定める規則の一部を改正する

規則をここに公布する。  

令和６年  月  日 

  河内長野市教育長 松本 芳孝  

河内長野市教育委員会規則第８号 

河内長野市教育委員会規則における河内長野市行政手続等に  

おける情報通信の技術の利用に関する条例の適用除外を定め  

る規則の一部を改正する規則 

河内長野市教育委員会規則における河内長野市行政手続等における情

報通信の技術の利用に関する条例の適用除外を定める規則（平成１６年河

内長野市教育委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。  

別表を次のように改める。  

別表(第２条関係) 

附 則 

この規則は、令和６年１０月１日から施行する。  

河内長野市教育委員会公印規則 (昭和５６年

河内長野市教育委員会規則第２号) 

第４条 条例第３条  

第７条 条例第４条  

第５条 条例第６条  

河内長野市文化財保護条例施行規則 (平成１

２年河内長野市教育委員会規則第９号) 

第４条 (第４１条

及び第４７条に

おいて準用する

場合を含む。) 

条例第４条  

河内長野市スポーツ施設情報システムの利

用者登録等に関する規則 (平成１４年河内長

野市教育委員会規則第８号) 

第５条第１項 (第

１１条において

例による場合を

含む。) 

条例第４条  



 

 

４ 

 

 

議案第２６号 

 

   河内長野市立市民運動場設置条例の一部改正について 

 

河内長野市立市民運動場設置条例の一部改正については、次のとおり

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年８月２７日 

河内長野市教育長 松本 芳孝 

 



 

 

５ 

 

 

議案第５６号  

河内長野市立市民運動場設置条例の改正について  

河内長野市立市民運動場設置条例の一部を改正する条例を次のように定

める。 

  令和６年８月３０日提出 

                    河内長野市長 西野 修平 

 

 

 

 

河内長野市条例第  号 

河内長野市立市民運動場設置条例の一部を改正する条例  

河内長野市立市民運動場設置条例（昭和５４年河内長野市条例第１３

号）の一部を次のように改正する。  

第３条の５第１項中「午前７時から午後７時まで」を「別表第１の２の

とおり」に改める。 

 別表第１の次に次の１表を加える。 

別表第１の２(第３条の５関係) 

施設 開場時間 

大師総合運動場 午前７時から午後７時まで 

下里総合運動場 午前７時から午後９時まで 

木戸東運動場 午前７時から午後７時まで 

大師庭球場 午前７時から午後７時まで 

荘園庭球場 午前７時から午後７時まで 



 

 

６ 

 

 

天野少年球技場 午前７時から午後７時まで 

 別表第２を次のように改める。 

別表第２(第８条関係) 

施設の利用料金 

施設 利用料金 備考 

運動広場 大師総合運動場 ４分の１面 ２時間につき １，０

００円 

運動競技

以外に利

用する場

合は、２

倍の額と

する。 

下里総合運動場 午前７時から午後５時まで ４分の

１面 ２時間につき １，０００円 

午後５時から午後９時まで ４分の

１面 １時間につき ５００円 

木戸東運動場 ２時間につき １，０００円 

庭球場 １面 ２時間につき １，０００円   

少年球技場 少年団体が利用する場合 ２時間に

つき ２００円 

  

少年団体以外の団体が利用する場合 

２時間につき ４００円 

  

照明設備の利用料金 

施設 利用料金 

下里総合運動場 ４分の１面点灯 １時間につき ５００円 

附 則 

この条例は、令和７年１月１日から施行する。  



 

 

７ 

 

 

議案第２７号 

 

三日市書庫の利用方針（教育財産の取得）について 

 

 三日市書庫の利用方針について、教育財産の取得の方針として承認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年８月２７日 

河内長野市教育長 松本 芳孝 

 



 

 

８ 

 

 

議案第２８号 

 

令和６年度河内長野市一般会計補正予算（案）について  

 

 令和６年度河内長野市一般会計補正予算（案）について、別冊２のとお

り承認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年８月２７日 

河内長野市教育長 松本 芳孝 



 

 

９ 

 

 

報告第２２号 

 

労働基準法第３６条に基づく労使協定の締結について  

 

 教育委員会事務局職員に係る労働基準法第３６条に基づく労使協定の締

結について、別冊３のとおり報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年８月２７日 

河内長野市教育長 松本 芳孝 

 



 

 

１０ 

 

 

報告第２３号 

 

旧長野北高等学校の天井パネルの落下による車両損傷事故に 

係る和解並びに損害賠償額の決定について 

 

 

地方自治法第１８０条第１項の規定により旧長野北高等学校の天井パ

ネルの落下による車両損傷事故に係る和解並びに損害賠償額の決定につい

て、専決処分としたため報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年８月２７日 

河内長野市教育長 松本 芳孝 

 



別冊１ 

 

 

  

 

 

 

 

 

三日市書庫の利用方針（教育財産の取得）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河内長野市教育委員会事務局    

 

    

議案第２７号関係 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別冊２ 

 

 

  

 

 

 

 

 

令和６年度河内長野市一般会計補正予算（案）について 

 

【教育委員会関係抜粋】 

 

 

 

 

 

 

 

河内長野市教育委員会事務局    

 

    

議案第２８号関係 
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地方債の変更

限 度 額

（千円）

3,300

91,700

補正前
に同じ

補正前
に同じ

補正前
に同じ

臨 時 財 政 対 策 債 93,500

償還の方法 起債の方法 利　率 償還の方法
（千円）

南花台地区施設一体型
小中一貫教育推進校
（第Ⅱ期）整備事業

3,000

普通貸借

又は

証券発行

3.0%以内
(ただし、
利率見直し
方式で借入
れる資金に
ついて、利
率の見直し
を行った後
において
は、当該見
直し後の利

率)

政府、地方
公共団体金
融機構、銀
行又はその
他、償還期
限30年以内
(内据置5年
以内)、元
利均等又は
元金均等年
賦又は半年
賦償還

三日市市民ホール管理運営業務委託料 令和６年度～令和７年度 821　千円　　

第３表　地方債補正

起 債 の 目 的

補　　　正　　　前 補　　　正　　　後

限 度 額
起債の方法 利  率

第２表　債務負担行為補正

債務負担行為の追加

事        項 期     間 限   度   額

- 3 -
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（単位　千円）

国府支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

４号 42,189,551 158,028 0 34,500 476,784

一般会計

地方債補正（変更）

669,312 千円 収支差 0 千円

3,600 千円

補正前 9 千円 600 千円

補正前 8,300 千円 3,000 千円

生涯学習及び国際交流基金繰入金　生涯学習及び国際交流基金とりくずし金 3,600 千円

669,312 千円

3,600 千円

補正前 25,132 千円 3,600 千円

300 千円

補正前 223,000 千円 170 千円

補正前 249,300 千円 130 千円

生涯学習及び国際交流基金繰入金　生涯学習及び国際交流基金とりくずし金

(款）22．市債　(項）1．市債　(目）6．教育債

小学校債　小学校大規模改造事業債

中学校債　中学校大規模改造事業債

一般会計

 (a)歳出予算補正

(款）19．繰入金　(項）2．基金繰入金　(目）14．生涯学習及び国際交流基金繰入金

１．歳入歳出予算の補正

　令和６年度

９　月　定　例　市　議　会

補正予算の概要
【教育委員会関係抜粋】

会 計 名
補正
号数 補 正 前 補 正 額

財 源 内 訳
計

旅費　職員旅費

一 般 会 計 669,312 42,858,863

3,300 300

３．地方債の補正

（単位　千円）

起　債　の　目　的 補正前 補正後 増　減

 (ｂ)歳入予算補正

　　《財源　基金繰入金》

(款）10．教育費　(項）4．社会教育費　(目）4．文化国際費

（社会教育課）

南花台地区施設一体型小中一貫教育推進校（第Ⅱ期）整備事業 3,000

カーメル市との姉妹都市提携３０周年に合わせた国際交流事業を実施するため。

【国際交流事業】

★〔補正理由〕★

委託料　国際交流事業委託料

参考資料
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